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.ニ
戦
国
耒
期

.の

熊

野

地

方

：
:

ベ

？

；

'

,

三
.
.：
浅
野
.氏
入
部
.と

検

地
:;
:

四

，一
；撲

の

勃

発

と

そ

の

経

過

-'
■
、
.

,

'

:

五

.北
山
地
方
の
.村
落
櫞
造
ハ
:

一
六
.：

近

世

初

期

一

揆

の

性

格
:

:
 V

■ 

,

'

一
 

序

.-
論

.

慶
長
十
九
年(.

I

六
：'
'一，
四)

、
大
坂
陣
の
さ
中
に
勃
発
し
た
；紀
州
熊
野
.の
.一
 

揆
は
、
近
世
初
期
に
お
け
が
農
民
一
揆
の

r

類
型
と
し
て
従
来
史
家
の
注
目
を 

集
め
て
来
た
。
伊
東
多
三
郞
氏
は
紀
州
に
お
け
る
近
世
封
建
制
成
立
と
の

P
連
. 

に
お
い
て
、
紀
州
に
特
微
的
に
残
る
中
佌
以
来
の
±

象
勢
カ
：9
反
抗
と
言
$
観 

点
か
ら
こ
の
一
揆
を
採
り
上
げ
てお
ら
れ
る
。

ヌ
林
*

氏
も
近
.̂

初
期
の」

探 

の
一
類
型
と
し
て
、
こ
の
一
揆
を
反
動
的
農
奴
主
の
近
世
領
主
へ
の
反
抗
と
規 

定
さ
s
y)

。
：
両
氏
と
も
こ
の
時
期
の
紀
州
熊
野
地
方
.を
辺
境
の
後
進
地
帯
と
さ

れ
、
ぞ
れ
故
に
近
世
初
頭
に
ま
で
持
ち
越
さ
れ
た
農
奴
主
経
営
が
、
そ
の
解
体 

を
要
求
す
る
近
世
封
建
権
力•に
.対
し
て
.反
抗
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
を
述
べ 

ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
先
学
の
こ
：の
様
な
塞
本
的
な
見
方
に
異
を
唱
え
る
も
の 

で
は
な
い
が
、
従
来
行
っ
て'来
た
紀
州
慶
長
検
地
の
研
菊
と
^
適
さ
せ
な
が
ら 

と
'の1

揆
：の
：内
容
、.一
揆
の
瘅
台
と
な
っ
た
熊
野
北
山
地
方
'の
農
村
構 

い
5

討
し
'-
そ
£
息
義
を
苒
吟
味
し
ょ5
と
考
え
谷
。
蔻
し
両
氏
の
す
ぐ
れ 

だ
研
究
、に
も
枸
ら
ず
、

ー
揆
の
主
体
と
な
？
た
農
民
階
層
、

：

及
び
、
村

蕩

造
 

の
分
析
、_

^

^
等
忆
つ
，い
て
具
体
的
考
察
が
殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い 

と
言
5
事
情
は
、
そ
の
解
明
を
要
請
し
て
い.る
か
ら
で
あ
る
。
へ

-

'/
■'
.

: 

:

_

,

:

.

r

-

(
法
一)

.
伊
東
多
一
一5

'「

近
世
封
建
制
度
成
立
過
程
の
一
形
態I^

la
州
藩
の 

■
場
合
I

」

：(

社
会
経
済
史
学
第
十

1

卷
七
.
•八
号
所
収y 

.

(

注
ニ
.

)

，
#
基

.
「

近
世
に
お
け
る
階
紙
闘
争
の
諸
形
態

j 

(

社
会
梆
成
史
大
系 

'.
所
収
V
昭
和
ニ
'十
四
.年
"
第
一
一
章
参
照。

.

〔

補
注a

な
お
こ
こ
に
熊
野1:

揆
、
或
い
.は
北
山
一
揆
と
ぃ
う.ニ
っ
の
表
現
：が

あ
る
が
、
慶
長
十
九
年
の
一
揆
が
北
山
を
中
心
と
し
て
起
っ
た
の
に
対
し
パ 

同
ニ
十
年
の
I
I搂
は
日
高
郡
方
面
の
奧
地
で
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
成
く 

両
者
を
熊
野
一
搂
'^

し
て
表
わ
.す
こ
と
と
，す
'る
。

ま
た
北
山
地
方
と言
う
‘
場 

合
、
狭
義
に
は
旧
北
山
郷
 

'北
山
組
を
指
す
の
で
あ
る
が
、

こ
ど
で
は

H

く 

北
山
川
の
流
域
、
即
ち尾
呂
志
、

入
鹿
を
含
め
た
地
域
を
指
すこ
'と
に
す 

る
。 

：
•
.

ニ 

：
戦
国
末
期
の
熊
野
地
方，

.

.

：

.

紀
州
熊
野
地
方
は
辺
遠.の
地
に
あ
っ
て
、
中
央
勢
力
め
影
響
を
被
る
こ
と
少 

な
く
、
し
か
も
経
済
的
な
先
進
地
帯
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
た
め
、
中
世
的
土 

豪
勢
力
が
強
^

^
存
し
た
事
は
諸
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、 

こ
の
地
方
の
経
済
的
後
進
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
事
は
危
険
で
あ
る
様
に
考
え
ら 

れ
る
0
と
言
う
の
は
、
陸
路
こ
そ
辺
遠
の
地
で
、
平
野
部
に
g
し
い
が
、
海
上 

交
通
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
：
西
は
紀
伊
水
道
を
経
て
大
I

沿
岸
、
又
東
は
志
摩 

半
島
を
廻
っ
て
伊
薫
と
、
中
世
末
期
以
来
経
済
、的
活
動
の
著
し
い
両
地
方
と 

結
び
つ
き
易
く
、I

称
業
等
の
産
業
的
活
動
も
決
し
て
無
視
し
え
な
い
か 

ら
で
あ
る
。
た
だ_

的
に
は
中
央
か
ら
孤
立
し
て
お
り
、
戦
国
の
動
乱
.に
当 

ク.て
も
直
接
中
央
勢
力
に
蹂
躪
さ
れ
る
と
言
う
様
な
こ
と
は
な
か
っ
：た
の
で
あ

< 

る
。
又
、.

一
た
.び
.山
間
部
べ
-A
れ
ば
検
阻
な
地
形
に
拠
っ
て
、
土
豪
勢
力
は
そ 

の
威
を
張
り
、
容
易
に
.屈
す
る
こ
と
な
く
近
世
初
頭
に
至
る
間
生
き
続
け
て
含 

.た
。
そ
の
内
に
も
、

熊
野
川
口
に

位
置
す
る
新
宮
に
本
拠'を

有

す

る

.堀内
氏

.

は
、
周
辺
を
従
え
て
、
漸
く
戦
国
大
名
化
せ
ん
と
す
る
勢
力
を
示
し
つ
つ
あ
っ

.

.

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

紀
州
熊
野
一
揆
に
つ
い
：て

'

た
。
し
か
し
、
堀
内
氏
の
権
力
構
造
は
な
お
依
然
と
し
て
在
地
の
土
豪
勢
力
を 

基
盤
と
1
て
い
た
と)

い
ぅ
事
を
見
逃
し.て
は
な
ら
な
い
。
天
正
十
三
年

(一

五 

A
五
.

)

秀
吉
の
紀
^
遠
征
直
前
に
お
け
る
堀
内
氏

(

当
主
安
房
守
氏
善)

の
支 

配
領
域
ば
、/
南
は
太
田
莊
田
原
村
、
北
は
伊
勢
と
の
国
境
に
.ま
で
及
ん
で
い 

た
0
こ
の
領
主
の
軍
事
的
特
徴
と
し
て
熊'®
水
軍
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
秀 

吉
の
朝
鮮
役
に
際
し
て
は
、

の
九
鬼
氏
と
共
に
水
軍
を
■
当
し
て
い
る
。 

文
祿
役
の
諸
文
書
に
見
ら
れ
る

「

熊
野
衆」

は
堀
内
氏
等
の
統
率
す
る
熊
野
水 

軍
の
諝
で
あ
ろ
ぅ
。I従
っ
て
堀
内
氏
の
熊
野
にお
け
る
^

カ
範
間
は̂

員
線
に 

沿
ぅ
た
地
域
に'偏
し
.て
い
た
。
こ
の
時
期
に
おい

て
な
お
熊
罾
;|
|

奥
の
十
律 

川
、
北
山
方
面
に
完
全
な
支
配
権
は
未
だ
及
ん

で
い
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

天
正
十
三
年
秀
吉
の
南
征
は
紅#[
西
北
部
の
旧
勢
力
た
る
根
来
、
雑
質
、
湯 

川
等
の
諸
党
を
没
落
さ
せ
、
大
和
郡
山
の
異
母
弟
羽
柴
秀
長
の
下
に
、
和
歌
山 

に
.桑
山
氏
を
、
田
辺
，に.杉
若
氏
を
置
い
て
こ
の
地
方
を
掌
握
し
た
が
、
新
宮
の 

堀
内
氏
の
み
は
旧
領
を
そ
の
ま
ま
安
堵
さ
れ
て
い
る
。
.：そ
し
て
同
年
閏
八
月
に 

■は
小
堀
新
助
を
奉
行
と
し
て
：紀
州
ー
国
を
.検
地
せ
し
め
た
。
こ
め
.検
地
は
太
閤 

の
初
期
の
例
と
し
て
興
味
を
引
く
が
、
現
在
殆
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い 

な
い
。
筆
者
はさ
き
.に
P

#

北
山
地
方
の
天
正
七
六
年
の
•検
地
帳
を
紹
介
一
し
た 

が
、
：
，こ
れ
が
小
堀
検
地
で
あ
る
と.こ.ろ
か
.ら
、現
在
に
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
、 

紀
#1
に
贫
け
る
天
正
検
地
の
唯
ー
の.事
例
で
ぁ
る
と
言
ぇ
る
。：
秀
長
の
検
地
の
.
. 

命
令
が
}
}
<1£
十
三
年
に
出
さ
れ
、
，恐
ら
く
同
年
検
地
が
施
行
さ
れ
た
で
ぁ
ろ
ぅ

が
>
.北
山
地
方——

僅
か
：.

一)

力
村
の
検
地
帳
とV :

一
 

力
村
の
名
寄
帳
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が——

の
檢
地
帳
が
三
年
後
の
天
取
十
六
年
で
ぁ
る
の
は
如
何
な

.

.

.

 
.

 

.

.

.

.

,

'

- 

ニ

ー(

五
七
七)



る
理
曲
に
ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
タ
と
れ
に
づ
い
て
は
前
稿
に
お
い
て
示
し
た 

如
く
、
天
芷
十
六
年
秀
長
の
命
令
に
ょ
？
て
堀
；

©
氏
が
北
山
征
伐
を
行.：7
て
^
: 

'

る
と
言
う
事
実
、
即
ち
、，

(

こ
の
年
ま
で
^

^

%

:̂
が
な
お
^
を
に
10
±
豪
罾
カ 

の
下
に
あ
^
、
距
離
.の
上
か
ら
言
え
ば
贪
さ
に
目
と
鼻
と
も
言
う
べ
き
新
宮
の 

堀
内
氏
の
権
力
す
ら
及
ば
ず
、
：
■

的
な
征
服
を
も>

 

て
初
め
て
検
地
を
行
い 

得
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
事
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

.

:'
さ
て
こ
の
天
正
検
地
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
稿
で
示
し
た
如

v

で
あ
っ
て
ハ
.

 

今
再
び
こ
れ
を
繰
返
す
必
要
は
な
い
。
た
だ
そ
の
後
行
わ
れ
た
慶
長
検
地
に
此
，
 

ベ
れ
ば
、
制
度
的
に
も
完
備
せ
ず
、
そ
の
打
出
高
も
緩
か
っ
た
と
言
う
こ
と
.が 

.で
き
る
。

.

慶
長
六
年
の
検
地
以
前
に
お
け
る
紀
州
ー
国
：の
.石
高
は
一
，一
十
四
万}

f

 

余
で
あ
り
、
慶
長
検
地
の
結
果
打
ち
出
さ
れ
た
三
十
七
万
六
午
石
に
比
べ
れ
ば 

三
分
の
ニ
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
村
に
つ
い
て
は
知
り
得
る
限
り
の
も

S

5

•,

の
を
曾
つ
て
示
し
た
が
、
最
も
多
い
村
で
約
四
倍
の
打
出
し
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
天
正
検
地
の
相
対
的
な
不
徹
底
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し 

か
し
こ
の
ゆ
⑽
の
畠
員
は'

 
8
0

こ
の
地
方
に
封
建
®

王
制
が
確
立
す
る
基 

本
的
な
過
程
.の
第
一
歩
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
：旧
土
豪
層
に
対
す
る
相
当
な
打 

擊
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
東
氏
：の
示
さ
れ
る
如
く
、

.
天
1 £
十
三
年
の
秀
吉
南 

征
.に
応
じ
て
こ
れ
に
与
し
た
和
佐
，

C

日
高
郡)

の
玉
置
氏
が
、「

検
地
の
後
、 

本
領
を
そ
の
ま
ま
安
培
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
内
高
は
以
前
の
三
分
の

1

,

に
，過
ぎ 

な
く
な
り
ハ
之
を
不
平
ネ
し
て
高
野
山
に
遁
世
し
た

」

と
言
う
事
実
は
、
..検
地 

を
.通
じ
て
rf
c
員
■
が
旧
来
の
農
奴
主
的f

を
弱
め
ら
.れ
て
行
く
過
程
を
明
白 

に
物
語
っ
て
.い
る
。

ハ
：：.f

こ
：の
猶
内
氏
は
前
逮
の
如
く
秀
吉
のi

征
伐
に
は
水
窜
の
将
と
し
て 

従
軍
し
：た.が
、
：こ4

時
彼
の
配
^
に
は
1

郡
下
の
諸
土
|

従
え
て
い
る
こ 

>-
■'
.が
判
る
0
'即
ち
、
：
太
地
村
和
田
勘
之
亟
、
色
川
村
色
川
兵
太
夫
盛
秋
、.
西
向 

，村
小
山
助
之
蓝
隆
重
、
曾
拫
杪
曾
根
新
吉
、
尾
驚
南
浦
世
古
伝
左
衛
£
、
.同
慶 

十
郎
、
同
嘉
兵
衛
、
同
作
左
衛F9
、.同
源
之
右
衛
門
、
仲
新
兵
衛
、
高
瓦
村
高
瓦 

，
帯
刀
家
盛
、
尾̂

志
村
尾
呂
志
伝
兵
衛
守
仁
、
等
々
で
こ
れ
ら
は
■い
ず
れ
も
そ 

ン
の
地
の
豪
家
：で
あ
っ
た:0
'こ
れ
に
.

a
:

っ
て
壽
に
お
け
る
堀
内
氏
め
権
森
造.

:

が
在
地
.の
土
豪
層
を
基
盤
と
し.て
い
た
事
が
知
れ
る。

：

：
.

と
こ
ろ
.で
、
こ
の
堀
内
氏
は
関.ヵ
原
役
に
西
軍
方
に
つ
い
て
滅
亡
し
た0
紀 

伊
一
国
め
領
主
は
浅
野
氏
と
な
り
、
近
世
大
湯
の
下
に
政
治
的
、
.社
会
的
編 

成
替
を
：要
求
さ
れ
る
こ
と
と
な.マ
た
の
で
あ
る。
'
'

;-
-
:■
. 

.
:■
■い

.

.

'

.
,■ 

- 

.

-(

注
：一)

拙
稿
.
.
.

「

紀
州
北
山
地
方
の'検
地
帳」

' (

三
田
学
会
雑
誌
第
五
十
一
卷 

第
三
号
所
収> 

.、

/

.:
、

(

注
一
：

1
)

大
蔵
省
編
：

『

大
日
牢
租
激
志』

，
中
篇
所
収
の
慶
長
三
年
検
地
目
録
よ

(

注
三)

拙

稿「

近
世
初
期
の
検
地.と
本
百
姓
身
分
の
形
成I

慶
長
六
年
紀 

;.
州
検
地
帳
の
研
究——

」

：

(

三
田
学
会
雑
誌第
四
十
九
卷
第
二
号
所
収)

第 

五
表
参
照
0

(

注
四〕
'伊
東
氏
前
掲
論
文
、
，
'社
会
経
済
史
学
十
一
ノ
七
、

二
十
二
頁
。

(

注
五) 

' 三
重
県
南
牟
婁
郡
教
育
会.編

『

紀
伊
南
牟
裳
郡
誌』

上
巻
、
大
正
十 

一
四
年
、
/
ニ
六

0
頁
よ
り
0
',

三

浅

野

氏

入

部

と

検

地
■:
.

.

.

.

.

.
卜
 

■ 

.

.
浅
野
氏
.は
慶
長
五
年
十
月
、
家
康
に
よ
っ
て
甲
斐
か
ら
紀
伊

1

国(

但
し
高
野 

山
顧
を
除
く)

に
封
ぜ
ら
れ
、
7C
和
五
年
安
芸
広
島
に
移
封
さ
れ
る
迄
、
.僅
 々

二
十
年
余
に
す
ぎ
な
か.っ
た
が
、
紀
州
に
お
け
る
近
世
最
双
の
大
名
と
し
て
#
. 

建
的
諸
制
度
の
基
礎
を
築
い
た
。
既
に
先
稿
で
示
^
た
ご
と
く
、
“
入
部
直
後
の 

定
書
に
お
い
て
、
.

「

百
姓
申
分
於
有
之
は
此
方
へ.申
べ
し
、
理
り
も
な
ぐ
小
.百 

姓
一
人
も
は
し
ら
せ
候
は\
其
と
.こ
ろ
の
お
と
な
百
姓
曲
事
た'る
へ
き
事」

、 

或

い

は「

当
年
員
㈣

㈣
ガ
の
外
と
り
や
り,
切
停
止
の
事」

.と
令
し
；て
農
村
に 

，お
け
る
農
民
相
互
間
の
隸
属
関
係
を
否
定
し
つ
：つ
、
検
地
お
よ
び
家
数
改
を
行

. 

っ
て
土
她
と
農
民
と
の
領
主
的
把
握
を
行
い
、
封
建
領
主
制
を
ま
さ
に
確
立
し 

■
た
の
で
灰
っ
た
。
こ

の

同

時

に

行

わ

れ

た

象̂

^
の
詳
細
.に
う
い
て 

は
既
に
発
表
し
た
の
で
ここ
で
は
£
複
.を
避
け
、
そ
の
意
味
す
る
と
と
ろ
に
つ 

い
て
若
干
触
れ
る.に
と
.ど
め
る
。

く
，
.
.
'
.
.
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

羽
柴
秀
長
が
小
堀
新
助
に
命
じ
て
行
っ
た

K

正
検
地
は
、:.
.確
が
.に
紀
州
に
お
. 

、け
る
最
初
の
検
地.と
し
て
.の
意
味
は
大
き
い
。
こ.れ
に
.よ
っ
て
旧
土
豪
層
の
身 

タ
が
不
安
定
と
な
り
、
へ
勢
力
を
減
退
さ
せ
た
と
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か 

し
、.
.何
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
不
徹
底
で.あ
っ
：た
し
、
又
最
大
の
土
豪
と
も
言
ぅ 

■

ベ
き
新
宫
堀
内
氏
は
安
泰
：で
あ
っ
た
。
，こ
.れ
に
対
し
：て
慶
長
六
年
浅
野
氏
の
行.

.
っ
た
^

^
は
た
^

.
に
紀
州
ー
崮
の
石
高
を
量
的
に
^
^
し
セ
だ
へ
け
で
は
な 

く
、
：，農
民
の
身
分
に
基
く
家
数
改
を
併
せ
行
う
事
に
よ
.つ
て
、
+
罾

_

の

罾

罾

-

年
貢
負
担
者
、
：：賦
役.に
関
し
て
は
領
主——

(
郷
村)

——

初
期
’本
百
姓

的
、
身
分
的
権
威
を
完
金
に
否
定
し
、
年
貢
に
関
し
て
は
領
主

—

 

.

.紀

州

熊

野-,
-
*
揆

に

つ

い

て

(

郷

村)

と
言
ぅ
収
取
関
保
、：
即
ち
い
わ
ゆ
る
封
建
領
主
制
を
確
立
せ
ん
と
し
た
点
に
お 

iい
，て
そ
れ
以
前
の
段
階
に
お
け
る
社
会
構
成
を
質
的
に
変
ま
せ
，

J

め
た
の
で
あ 

る
。
幾
野
氏
"
.の_
§
構
造
が
，堀
内
氏
の
場
合
と
異
な
，っ
て
棄
の
土
豪
層
に
基 

.礎
を
置
い
て
い
な
か
：っ
た.■で
，あ
ろ
ぅ
事
は
次
の

W
s

実
か
ら
钿
り
得
る
。

ま
ず
、
堀
内
氏
の
家
臣
は
洛
き
に
示
し
た
諸
土
豪
の
他
、

「

掘
内
家
中
知
行
(

注
四)

-

敞
_1.

に
よ
っ
て
そ
の
名
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
.が
、
こ
れ
ら
は
全
く
浅
野
氏
の

- 

家
臣
に
見
：え
ぬ
と
こ
：ろ
か
ら
主
家
の
.滅
亡
と
共
に
離
散
し
た
も
の
と
思
わ
れ 

る
。
そ
.れ
ぞ
.れ
の
.采
地
や
在
札
に
土
着
し
ズ
规
士
化
或.い
.は
農
民
化
し
た̂

の 

あ
る
事
を
'示
す
事
が
'

k

き
る
0:

:

.」

.
:
•

又
、
次
.に
、
：̂

:
と
向
時
に
施
行
さ
れ
た
家K

お
い
て
、農
村
の
居
住
者 

'
0尸
主)

：か
ら
0
_
.
,
庄
屋
、
.肝

興
“

寺
社
関
係
、'闫

職

人

、
！
：
女
子
、 

老
人
、
㈤
：
隸

w

不
§

等
を
除
い
た
家
を
本
；百
姓
=
”
賦
役
負
担
者 

;

と
規
定
し
、
明
確
な.兵
農
分
離
を
行
>
.
て
農
淋
に
居
住
す
る
者
を
濃
民
身
分
と 

与
確
定
し
て
い
る
。
.

.
卜

■

•

 

' 

以
土
：の
如
く
、.近
世
封
建
領
主.と
し
て
，他
国
か
ら
移
封
を
受
け
た
浅
野
氏
は 

在
地
性
を
全
く
否
定
し
た
領
、
rE
体
制
.を
敕
い
.て
統
治
に
当
ら
んと
し
た
。
そ
の 

治
政
：に
関
す
る
記
録
は
決
し
て
多
す
は
な
い
が
、

：

既
に
示
し
た
慶
長
六
年
定
書 

の
他
フ
：同
十
八
年
の
新
宮
川
奥0
眷
が
在
々
庄
屋
百
姓.へ
宛
て
た
覚
書
、
宛 

和
76

-
年
の
沿
岸
の
浦
々
へ
宛
ぼ
た.壁
|セ«-
に
.
ょ

っ

て
^
政
の
カ
針
を
更
に
確
認 

す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
？
こ
こ
で
は
後
の
熊
野
；一
展
と
.の

廳

；で
、-;
伏
線
の
一
つ 

と
%:
な
る
べ
き
材
木
売
買
の
禁
制
に
：つ
い
て
.の
達
書
を
示
す
。

.

：

.

V

 

•

-

.

.

.
入
.
：
：

■

':
-■

-
■:
-

:ニ
：：三
'.
'(

五
：七
71
> 

■



'「
：'

:

ロ
'
.上
；
バ
^̂
^̂
 ̂

. 

:
.
: 

•

.

'

.

.
,態
申
遺
候
、
然
者
新.宮
近
边〕

1ー
里
四
.里
之
間
在
々
山
見
け
屋
木
材
本
ぅ
り
か 

.い
に
仕
出
し
の
事.か
た
.く
令
停
止
、
. 

'
公
儀
ょ
り
：御
用
候
はX
自

是

急

度

可

电
. 

付
候
、
.：右
のと
お

り

あ
.い
そ
む
き
出
者
於
：有
之
，は
其
村
皮
最
年
寄
共
可
爲
曲
：

.
,事

者

也

.
:

.

.慶
長
'十
年
五
月
七
日
，

：

-.
右
;

近

.
'

.

，'
-新
宮
川
筋
十
' 

'

.
-
.■
•
;
_
 

相
：
野

谷
.
：.

.
:へ
中
立
：
筋
/

百

姓

中
L_
.

i
浅
野
氏
は
和
歌
|1
|
に
本
城
を
置
き
、
田
辺
、
新
宮
に

一.

族

，を

配

し

て

.紀
伊
一 

国
を
領
し
た
。
' 

.
こ
の
由
辺
、
新
宮
は
：そ
れ
ぞ
れ
能
の
：支
配
者
の
拠
城
で
;̂
っ
た 

が
、
和
歌
山
か
ら
相
当
の
距
離.に
あ
る
熊
野
地
方
を
支
配
ず
る
た
：め
に
は
必
要 

な
拠
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る.0
. 

へ
，' 

:

(

注
二)

拙

稿「

近
世
初
期
の
検
地
と
本
百
姓
身
分.の
形
成」

に
所
^

0

.

(

法
ニ)

同
上
論
文
参
照
。
 

•

(

注
三)

近
世
初
期
家
数
改
の
意
義
に
つ
い
て.は
拙
稿
，

r

近
世
初
期
の
家
数
人 

数
改
と
.役
家
に
つ
い
て」

.

(

経
済
学
年
報
1

>
參
照
。

.

(

法
四)

新
宮
市
編『

新
宮
市
.史』

昭
和
十
二
年
、■
ニ
，六
四
丨
九
頁
所
収
。

(

注
五) 

'

「

浜
田
吉
祥
坊
名
は
国
か
、
其
の
祖
石
見
固
ょ
り
出
づ
。
.天
正
年
間 

添
吉
の
命
に
よ
り
堀
内
氏
に
屈
し
其
の
老
と
爲
り
、
引
本
、
矢

ロ

両

浦

に

於

.

'.'::'
;-'
 

: 
:

..

>
.

:
;

一
 i 

c:

五
八
〇
>,

て

省

石
; '

佐

野k

て
百
石
、: ;
其
他
■
にv

:

亩
石
を
受
く 
0
,-(

中

略)

堀
内
氏
の 

:

;滅
'̂
.る
：や
、
采
难
粉
本
村
に
：潜
廣
し
象
を
棄
て
：て
％

と
：

.爲
：す
？

南
镩
公
の
時
、 

其
め
子
擁
ニ
人
扶
持̂

狯
有
ら
れ
ヽ
其
の
後
代
十
地^

と

な

ケ

。
1-(『

紀

伊

南
 

牟
寒
郡
誌』

：上
巻
、

：
 

一

T
.

五
九
頁)

.

：
:;
:

_ 

.

(

注
六)

 

'

同

上

所̂

'

:.
-

■:
.ノ 

パ

.

. 

-

■

..
'
!
~
へ::
:

.
覚

-

ハ
'

';
■

我
等
両
人
下
代
同

下

入

拒

々

百

姓

あ

き

，人

K

対

し

非

分

私
仕
候
は
乂
急
度 

'■
此
方
へ
，可
申
：出

事'. 

. 

.

.

一
御
年
冥
の
廣
は
不
及
串
御
材
木
以
: ^

^
も
^
も
#
伸
付
候
時
如
在
仕
間 

.

.
敷

候

事
- y

卜

'

.

.

.

\

'

T

在
.々
.百
姓
他
国奉

公
：：：

に
出
し
申
間
敷
事'.
.

一
他
所
ょ
り
は
し
り
来
々
候
も
の
並
ゆ
べ
4
も
し
ら
す
候
も
の
に
宿
か
し 

_

間
厫
事
,; 

.

-
一
我
等
下
代
同
下
人
在
々
廻
々
候
.時
は
は
ん
ま
い
以
下
此
方
ょ
り
遣
候
間 

•百
..姓
の
渣
：佐
に
仕
間
敷
蟛
事
：

.二

. 

.

'
.

.

リ

右

条

々

於

相

背

て

は

可

爲

越

度

者

也-'
:

•

慶
長
十
八
年
九
月
廿
ー
日

.

:

:■
'■
湯
川
五
兵
衛
.
花

押

，

:
.
:長
田
五
，郎

七

花

押

.•

在

々

百

姓

中

」 

(

同
上
書
フ
ヒ
六
六
丨
七
頁
所
収
。)

•

(

注
七)

.
拙
稿
、:'
前
掲
論
文
に
所
収
。

(

注
八)

『

紀
伊
南
牟
婁
郡
誌』

ニ
六
九
頁
所
収。
.

四

一

揆

：の
勃
発
と
そ
の
経
過

近
世
初
期
ま
で
強
く
残
っ
た.土
豪
層
に
と
っ
て
、
浅
野
氏
の
入
部
が
決
し
す 

歓
迎
す
ベ
き
も
の
で
な
か
っ
た
事
は̂
^
に
想
像
し
得
る
。
特
に
_

や
家
数 

改
を
通
じ
て
土
豪
層
の
小
領
主
的
権
利
が
否
定
さ
れ
た
事
、
逆
に
彼
等
が

「

本 

百
姓」

身
分
と
し
て
新
し
い
領
主
に
対
す
る
年
貢
と
賦
從
負
担
者
た
る
の
刻
印 

を
狎
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
等
が
農
民
と
し
て
領
主
•の
下
に
完
全
に
服
従
せ
ざ
る 

を
得
な
く
な
っ
た
事
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

又
、

慶
長
検
地
の
苛
烈
さ 

は
、
浅
野
氏
が
秀
吉
の
胲
苗
と
し
て
検
地
を

「

一
郷
も
二
郷
も
な
で
切
り
に

」 

し
か
ね
ま
じ
き
勢
い
で
行
？
て
来
た
経
験
か
ら
、
相
当
強
烈
で
あ
っ
た
も
の
と 

み
ら
れ
る
。.
天
正
黎
と
の
比
較
は
、
極
め
て
膜
ら
れ
た
範
囲
内
で
は
あ
る
が 

既
に
搬
I
に
お
い
て
示
し
た
如
く
で
あ
る
。

r

揆
の
中
心
と
な
：っ
た*
U4
%
方 

に
つ
い
て
、
両
度
の
檢
地
石
高
を
比
較
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る

(

.一
石 

以
下
切
捨)

。
寺
谷
村
、
，一
五
五
お1

四
六
〇
石
？
佐M

W
、

一
 

ニ
一
一
石1

 

一
.六
〇
H'
。
神
山
村
、
、
一

三

三

石1

五
七
石
。
小
森
村
、
三
三
石i

一
 

四
五
石
。
尾
川
村
、

一
七
三
石
一

H

ニ
ー
'七
石
。
従
っ
て
量
的
に
も
相
当
の
打 

出
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
勿
論
当
時
に
お
け
：る
年
貢
量
は
、
貢
租
率
が
不
明
で 

あ
る
た
め
確
定
し
得
な
い
が
、
全
体
と
し
て
そ
の
量
は
増
大
し
.た
も
の
と
思
わ 

れ
.る
。
文
地
域
的
に
限
定
さ
れ
て.い
る
と
：は
言
え
、
前
節
に
示
し
た
様
な
材
木 

売
賈
の
禁
制
も
土
豪
層
に
ば
何
等
が
の
形
で
苦
痛
を
与
え
：た
も
の
と
み
ら
れ 

.る
。 

/ 

'
■,
■

'

:

:

.■

.

.細
州
熊
野一

撰
に
つ
い
て

こ
の
^
に
、.
旧
土
豪
層
は
浅
野
氏
入
国
以
後
、
次
第
に
不
満
を
蓄
積
し
つ
つ 

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
爆
発
し
、
領
主
に
辩
す
る
反
抗
蓮
動
の
型 

を
と
る
に
は
、
何
等
か
の
直
接
的
な
誘
因
が
必
要
で
あ
っ
た
。
慶
長
十
九
年
十 

月
に
始
ま
，る
大
坂
役
：は
彼
等
に
と
っ
て
反
抗
を
起
す
ベ
き
絶
好
の
機
会
と
な

っ
 

た
0.
の
み
な
ら
ず
伊
東
氏
：の
青
わ
れ
る
如
く

「

蜂
起
の
直
接
の
誘
因
は
、
大
坂 

方
の
策
動
で
あ
っ
て
、
当
時
、
犬
扳
城
中
で
は
時
世
に
不
平
を
持
つ
牢
人
群
を 

盛
に
糾
合
す
る
と
共.に
、
，又
寄
手
の
後
方
糧
乱
を
計
り
、
大
和
、
和
泉
、
紀
伊 

等
の
旧
族
を
煽
動
し.た
が
、
こ
の
策
が
大
に
効
を
奏
し■て
、
和
歌
山
の
浅
野
氏 

の
大
坂
進
撃
を
控
制
し
た
も
の'が
、
紀
伊
の
一
揆
で
あ
る

」

と
大
現
役
の
一
環 

と
し
.て
と
.ら
え
る
見
方
す
ら
成
立
し■て
い
る
。.
.と
も
か
く
、'大
坂
役
.へ
出
陣
の 

た
め
、
.軍
事
力
の
低
下
し
た
溜
守
城
を
襲
ぅ
こ
と
は
常
識
的
に
も
妥
当
な
事
で 

あ
り
、
大
坂
方
の
直
接
の
指
導
や
煽
動
が
な
か
っ
た
と
し
：て
も
、
熊
野
の
土
豪 

層
に
.と
っ
て
：は
蜂
起
の
好
機
で•あ
っ
た
と
言
え
る
。
従
.っ
て
 

一
 

に
こ
の
大
坂
方
の
-策
動
を
重
視
し
す
ぎ
る
事
は
不
当
で
あ
る
様
，に

考

え
ら
れ 

る
。
こ
れ
は
#
_に
一
揆
を
鎭
圧
し
、
関
係
者
を
処
罰.す
る
.た
め
の
^
分
と
し
て 

.必
要
以
上
に
強
調
し
た
の
で
は.'あ
る
.ま4

か
。.
た
だ1

探
を
生
ぜ
し
め
る
に
十 

分
：な
i

的
な
不
満
を
^

^
さ
せ
.る
に
必
要
な
^
■
と
し
て
、
大
坂
役
の
影
響 

は
確
か
に
存
在
し.た
の
で
あ
る
。

_ 

. 

‘
:.
.'

せ

て
.一
揆
：の
経
過
は
既
に
伊
東
氏
の
論
文
や
、

(

地
方
史
等
に
詳
し
い
の
で
、 

こ

d

T
は
簡
単
に
そ
O'
概
略
を
^f

る
に
と
：

V

め
る
。

.

;

一
揆
^

®
と
な
？
た
の
ぼ
紀
使
、
大
和
の
麗
附
近
の
奥
地
で
、
こ
こ
か

ら
新
宮
へ
か
け
て
、:-
'
-熊
野
川
，
北
山
川
右
岸0.
村
々
は
：ー
揆
に
参
加
し
た
の
で

.

.

.

-
5
-
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あ
る
ヶ
記
録
に
よ
れ
ば
、.た
だ
紀
财
領
分
の
み
な
ら
ず
大
和
固
の
農
民
も
こ
れ
. 

に
同
調
し
て
い
る
。'浅
野
氏
の
僅
か
し.か
な
い
公
的
記
録
の

一

つ
で
あ
る「

紀 

咿
国
一
揆
起
成
敗
之
：

I'

總1

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の

T

一
 

揆
起
在
既」

.は
紀
州 

に
お
い
て
入
鹿
、
北
山
、
尾
呂
志
の
三
郷
で
合
計
三
七
ニ
ヵ
村
と
な
っ
て
お 

り
、
こ
：れ
は
こ
の
附
近
の
村
数
の
約
三
分
の
一
—*
に
相
当
す
る
0
こ
れ
ら
諸
村
の 

土
豪
層
を
中
核
と
す
る
：一
揆
の
軍
勢
は
手
薄
と
な
っ
た
新
宮
を
襲
ぅ
べ
く
南
下 

し
、
慶
長
叶
九
年±
:
1月
十
.一
百
に
は
誓
の
対
岸
附
近
に
ま
で
進
出
し
た
。
. 

一
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
一
揆
の.指
導
者
は
^
峰
の
津
A
と
言
ぅ
者
で
あ
っ 

た
が
、
若
し
勝
利
を
得
た
時
に
は_

「

其
村
山
林
田
畑
等
夫
タ
に
各
々
配
分
し
与
，
 

ふ

べ

し
.1
-
と
し
て
進
路
の
各
村
に
参
加
を
求
め
、
尾
呂
志
附
近
か
ら
相
野
谷
川 

を
下
っ
て
新
宮
に
迫
っ
た
。
し
か
し
十
分
の
準
備
も
な
く
城
下

?£
く
で
熊
野
川 

を
渡
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
時
川
を
隔
て
て
鉄
砲
の
打
合
い
が
.行
わ 

.れ
、

一
揆
侧
に
お
け
る
武
器
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
新
宮
の
留
主
頭
•は
戸
田 

勝
直
で
あ
っ
た
が
手
兵
な
く
、
直
ち
に
こ
れ
を
討
つ
事
を
得
な
か
っ
た
が

、

 ̂

川
の
i

も
あ
り
、
且
つI
器
の
差
も
大
き
か
っ
た
の
で̂
に
こ
れ
を
玫
走
せ. 

し
め
て
い
る
。
伊
東
氏
に
よ
れ
ば

「

城
の
留
守
居
戸
田
勝直
が

領
民
よ
り
人
質
：
 

を
徴
し
て
.一
探
の
波
及
.を
未
然
に
防
止
し
、
，
熊
野
川
に拠
っ
て
.よ
く
防
戦
に
努 

め
、
遂
に
援
兵
を
得
て
漸
く
一
 

揆
を
擊
退
レ
た
。1

こ
の
時
の
軍
功
者
と
し
て 

旧
掘
内
氏
下
の
尾.鷲
め
杉
野
氏
、
中
氏
、
相
質
，の
.庄
m
氏
、
賀
.田
，の
摟
本
氏、
■.

芝
氏
等
の
名
が
見
え
、.こ
れ
ら
海
岸
地
帯
の
、
即
ち
比
較
的
早
く
掘
内
氏
の
下
、
 

に
入
っ
た
土
豪®
が
一
援
の
鎭
压
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
れ 

ら
の
者
は
浅
野
氏
に
仕
官
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
浪
人
、
或
い
は
郷
士
と

 ̂

■ 

1—

.
六 

c 
五
八
ニ)

言
ぅ
点
で
は
—
摸
の
中
核
を
な
し
た
北
山
地
方
の
土
豪
と
は
変
ら
な
か
っ
た
の 

で
あ
る
。
彼
等
が
何
故
一
揆
に
呼
溶
し
て
反
抗
し
な
か
っ
た
の
か
は

も
と
よ
り 

直
接
知
る
術
を
持
た.な
い
。
た
.だ1

方
が
山
間
の
奥
地
の
土
豪
で
あ
り
、
他
方 

が
交
通
に
恵
ま
れ
、
：
早
く
か
ら
他
と
接
触
、
交
流
の
あ
っ
た
海
岸
地
方
の
土
豪 

で
あ
る
と
言
ぅ
点
、
引
い
て
は
そ
の
よ
っ
て
立
つ
社
会
的
、
：
経
済
的
基
盤
の
相 

違
忙
よ
名
も
の.で
は
あ
る
ま
い.が
.。
ま
た
歸
者
の
間
の
交
通
が
な
く
、
事
前
の 

連
絡
の
な
か
っ
た
とと
も
想
定
さ
れ
る
0r

.

广
揆
侧
は
新
宮
附
近
の
戦
い
：に
敗
れ
、
北
山
附
近
へ
敗
走
し
た
。

一
方
浅
野 

.氏
は
同
年
十I

一
月
ニ4-

日
大
坂
冬
の
陣
の
和
議
が
俯
立
す
る
や
、
廿
三
日
家
康 

の
命
で
居
城
へ
帰
り
、''同
月
末
に
は
.ー
挨
の
追
討
令
始
め
て
い
る
。
こ
の
時
の 

追
討
戦
は
惨
烈
を
極
め
、.，

「

和
歌
山
よ
り
の
■仰
せ
と
し
て
北
山
国
領
分
は
残
ら 

ず
焼
払
，ひ
、
目
に
癒
ぎ
る
者
を
ば
扨
取
る
4
L6
J
と
し
て一.

揆
を
起
し
た
村

 々

:

を
焼
：き
、

又

一.

探
勢
を
殆
ん
ど
全
滅
さ
せ
：
1
宓
鎭
定
し
た
。

.

.

し
力
し
翌
慶
長
一
ー
ィ
年
四
月''
'
'
,
再
，ひ
大
坂
の
兵
乱
が
始
ま
る
..に
及
ん
で
今
度 

は
紀
州
旦
咼
郡
、

：：

有
田
郡
にj

揆
を
.生
じ
、.浅
野
氏
は
同
月
廿
.九
日
和
泉
岸
和 

由
で
大
坂
方
の
軍
勢
を
迎
撃
し
こ
れ
.を
破
っ
た
後
兵
を
帰
し
て
一

探
ヒ
向
わ
ね 

ば
な
ら
及
か
っ
た
。
従
っ
て
浅
野
氏
は
夏
の
陣
の

)

前
半
、
家
康
方
の
軍
勢
到
着 

ま
で
は
大
坂
役
に
参
加
し
得
た
が
、
：
後
半
は
專
ら
自
国
の
一
揆
勢
と
戦
わ
ね
ば
： 

な
ら
な
か
っ
た
の
であ
る
。

こ

の
時
の
ー
揆
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
こ
こ
で
は 

触
れ
な
い
，0
た
炎
そ
の
素
因
と
な
づ
た
も
の
は
、
前
年
冬
の
'熊

野

一

揆
の
場
合 

.と
同
様
で
あ
ろ̂

>
0
.
.
.
. 

.

,

一
.

へ
こ
れ
ら
土
豪
層-̂
中
核
と
す
ゐ
農
民
；の
反
抗
は
、
ニ
度
な
が
ら
大
坂
に
ぉ
け

る
兵
乱
と
時
を
同
じ
く
し
て
行
わ
れ
、
傲
主
浅
野
氏
を
大
''い
に
悩
ま
せ
た
0
し 

か
し
、
そ
の
直
接
的
効
果
は
、
.若
し
そ
れ
が
大
坂
方
の
策
動
で
あ
つ
た
と
し
て 

も
そ
れ
程
大
き
く
な
か.つ
た
し
、
北
|1
|
と
日
高
と
に
地
域
、
時
日
を
分
散
さ
せ 

た
事
も
戦
術
的
に
は
極
め
て
拙̂
で

-f
c

つ
た
と
言
え
よ
ぅ
。'こ
れ
は
孤
殳
㈣
な 

土
嶔
層
を
ま
と
め
る
権
力
者
の
な
か.つ
た
こ
と
、
平
野
地
帯
の
土
豪•
農
民
の
’ 

第
を
得
ら
れ
な
か
つ
た
こ'と
に
.よ
.る
：の
で
，あ
る
が
"
そ
れ
と
共
に
こ
の
一
揆 

の
性
格
を
十
分
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

■■
さ
て
大
坂
役
が
終
息
し
た
同
年
六
月.十

日

の
.「

紀
伊
国I.

揆
起
成
敗
之
村 

i
f

に
よ
れ
ば
成
敗
人
数
と
し
て
牟
議
三
六
三
人
、
日
高
郡
一
一
五
ー
ー
人
、
へ
有 

田
郡
四
八
人
、.肇

郡

：ー'
ー
四
入
、
那
賀
及
び
伊
都
郡
ニ
九
人
、
合
計
八
〇
六
. 

人
と
な
つ
て
い
る
。

こ
の
後
更
に
同
年
閏
六
月
ー
百
付
の

『

熊
野
一
探
成
敗
串 

に
各
村
の
.一
揆
指
導
者
成
敗
の
内
容
が.示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
：一.
 

揆
軍
の
新
宫
出
擊
の
道
筋
に
钼
る
村
.々で
道
案
内
等
を
し
た
者
、
.
連
絡
を
し
た 

者
、
そ
の
妻
子
等
の
成
敗
が
主
で
、..こ
の
他
六
月
の
成
敗
か
ら
落
ち
た
者
を
含 

め
て
い
る
。

こ
の
内
に
は
竹
原‘村
の
例
の
ど
と
：べ「

新
四
郞
と
申
者、
' 去
年
鉄 

泡
之
も
の
に
li
l

m
、

大
坂
御
陣
へ
罷
立
候
処
、

せ
ん
ば
ぶ
鉄
炮
を
取
か
け
落 

仕
、
竹
原
村
.へ
罷
越
、
尙
も
一
揆
を
催
、
戴
呂
へ
取
か
け
申
候
時
敗
軍
仕
、
直 

ニ
大
坂
へ
罾員
、

八
コ̂

^
中
、
落
来
隠
在
之一
一

付

て

と

ら

へ

、
急
度
成
敗
申
付 

候
、
但
此
新
四
郎
と
申
者
ハ
、
い
に
し
べ
パ
竹
原
村
之
主
に
て
御
座
候

」

..と
言 

ぅ
種
々
の
点
で
興
味
深
い
記
事
を
見
出
す
事
が
で
き
る
。
こ
の
者
は
.
一
度
ひ
浅 

.

野
氏
の
軍
に
加
わ
つ
て
大
坂
役
に
従
軍
し
な
が
ら
、
鉄
砲
を
得
る
と
脱
走
し
、

一：揆
勢
に
加
わ
つ
て
新
宮
に
向
つ
た
：の
，で
あ
る
。

.竹
原
村
之
主
と
あ
る
の
.は
恐

紀

州

熊

野

一

揆

に

つ

い

て：

.

,

ら
く
庄
屋
か
土
豪
で
あ
っ
た
の'で
あ
ろ
う
。

ー
揆
ぱ
こ
の
様
に
浅
野
氏
の
圧
倒
的
な
軍
賓
カ
に
ょ
ヶ
て
潰
滅
し
て
し
ま

'0
' 

た
。
戦
国
の
争
乱.の
さ
中
に
大
名
に
成
長
し
た
浅
野
氏
に
と
っ
て
は
、
彼
等
の 

反
抗
も
軍
事
的
；に.は
、.
.所
詮
龍
.車
に
向
う
觸
嘟
の
斧
以
上
：の
も
の
で
は
な
か
っ 

た
の
で
ー
あ
ろ’う
ヲ
し
於
し
へ
，，拾
政
：の
：上
か
ら
言
っ
.て
、
農
民
の
こ
の
様
な
反
抗 

を
喫
す
る
事
ば
、

V

浅

野

票

検

地

や

家

襲

を

通

じ

、
.紀
州
に
お
い
て
近
世
大 

名
上
し
て
君
臨
す
る
際
に
必
然
的
に
.喫
せ
ね
ば
な
ら
な
か
づ
た
苦
い
経
験
で
あ 

'
マ
た
.と
言
え
る
。.
そ
れ
^
け
.に
更「

に
又
大
坂
役
^
の
.関
'̂
力
：.ち
し
て
.
.こ
の
■一
 

揆
に
対
す
る
処
罰
は
峻
烈
を
極
め
、
或.い
は
村
落
、
寺
社
を
鱗
き
、
一
味
の
妻
子 

を
殺
害
し
て
徹
底
的
な
根
絶
を
図
：っ
.
.た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
事
例 

に
つ
い
て
は
.

『

紀
伊
国
続
風
土
記』

等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
.
し 

:

か
し
な
が
ら
、

一

探
を
と

の
様
な
型
で
鎭
庄
し
、
処
罰
す
る
こ
ど
で
土
豪
層
は
そ 

の
ま
ま
沈
黙
し
た
で
あ
み
う
か
。と
の

回
答
は
浅
野
氏
の
移
封
と
、
続
い
て
入 

フ
た
紀
伊
徳
川
家
の
地
士
設
置
の
政
策
に
見
出
さ
れ
る
と
伊
東
氏
は
述
べ
て
お 

ら
れ
る
。
し
：か
し
な
が
ら
熊
陈
北
山
地
方
に
関
す
る
限
り
、
土
豪
層

は

議

的 

に
殆
ん
ど
全
滅さ
辻
ら
れ
た
の
で

ぁ
っ
て
、
M
士
制
度
が
土
豪
懐
柔
の
意
味
を 

持
.つ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
北
山
地
方
以
外
の
、
即
ち
權
長
—-
揆
に
参
加
し
な
か 

っ
た
地
方
の
土
豪
 

一̂

に
罾
^

さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
-'
:

0

#っ
て
両
者
の
間
の 

-

直
接
攸
関
係
は
薄
い
と
せ
ね#
な
ら
ぬ
。
：
そ
：こ
で
一
体.

1

睽
勃
発
当
時
、
こ
の 

北
山
の
.土
豪
層
は
如
何
な
る
社
全
的
経
済
的
基
盤
の
上
に
存
在
し
て
い
た
か
を

検
討
す
る
必
要
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

.
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〔f雇者〕 石高は1 石以卞切捨，寺 . 神主には山伏，禅門を含む。いんきょ • 後家.. 
うばにはやまめ• おうじを合む。
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村 名 石高 家数役家庄屋 * 
肝煎

寺•神主
そ
大

ま
ェ

おか渡守
いんきょ
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うば

下人
かた
わ者

失人

* 大 

令小 

°小

俣

俣

坂

294
129
162

55
16
17

9
7

2
2 2

# )
1 1

佐 渡 160 20
野 P 148 11 > 1 1

神 UJ 257 54 2 2 2 11 B

* 和 . 田 160 17 1 6

* 寺 谷 460 78 2 9

、桃 崎 391 44
关大 并 51 7 1 1
* 香 上 385 56
き赤 倉 72 22 11 2 ：1 7 1

t m 川 317 54 26 2 2 1 17 6

* 粉 所 110 25 7 2 1 14 1

f 長 井 185 26 10 2 2 10 2

f 小 森 145 26 5 2 2 1 . 14 2

o 赤 

t 平

木

谷

163
252

.18
42

10
20

2
2

1

例
1

1
3

12
1
3

1

* 長 人.'. 尾 289 33 18 2 1 8 3

* 坂 本 232 30 1 3 .；

* 上 ' 野 441 58 B 6

:* h 瀨 198 21 2 1 6 V 4

き架 須 387 39 14 ? 3 7 9 4

* 片 河 107 10 1 1

o 西 原 34 3 1 1
. . . . . f . - 1

t 矢 之 川 141 11 4 2 4 1

t  % へ..
....へ Hi 123 11 7 2 1 1

t 大 栗 .栖 328 32 22 2 1 7

き小 栗 栖 204 23 18 2 2 1

t 板 屋 207 26 19 2 1 4

° 木 津 呂 • 38 11 6 2 1 2 *
o 湯 <o ロ 104 32 20 2 1 8 1

大 河 内 66 15
，印19力村計 3,390 467 234 37 26 1 2 1 127 30 9 1

第 1 表 北 山 • 尾 S 志 . 入鹿地方の家数改（慶長6 年) .

紀

州

熊

.野

一

揆

に

つ

い

て
'.
•
■
'
•
 

ニ

九.(

芄

八

五

)

(

注

^
て
拙
搞
ー
紀
州
北
山
地
方
の
檢
地
帳̂
へ
本
誌
-
‘
十
ー
蠻
ー
1号
：所
収
>
:
- 

.參
照
。
'. 

.

.

.

一
 

.

c

注
1
W:'
.
.
とれ
ら
'

 

の
，
比
'敕.の
，

ち

、

寺

谷

村

、

：

佐

渡
#'
、
'.神
山
.村

.の
三
力
#;

.は
、.
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
慶
長
検
地
帳c

旧
離
有
文
書
、
現
德
川
林
政
史
研
^ :
-•
: 

.

所
所
蔵)

に
先
高
、：
或
い
は
.前
之
；高
と
| 0

さ
れ
だ
石
高
と
、.
慶
長
検
地
.の
■
石

. 

.

高
比
較
。
又
、
小
森
村
、尾
/|
|

村
は
、.
村
側
^

残

さ

れ

た

天

へ

正

検

地

帳

(

現

天
'
: 

理

大

学

附

屈

団

書

館

：所

®

.

の
石
高
と
の
比
較
、で
あ
る
。
前
者
の
.
先
高
、
前
之 

高
は
恐
ら
く
天
犯
検
地
の
村
高
を
示
す
も
の
と
.
考

ぇ

ら

れ

る

が

.
宋

だ

確

亂

さ 

れ
な
い
0

な
お
慶
長
换
地
に
際
し
て
い
わ
ゅ
石
村
切
が
行
わ
れ
、
'村
の
領
或 

変
更
が
行
わ
れ
た
例
.が
あ
る
か
ら
、
両
度
の
右
高
を
比
較
す
る
際
注
意
を
要. 

す
る
。
拙

槁

「

近
世
初
期
の
検
地
と
本
西
姓
身
分
：の
形
成」

.

參
银
>

.

(

法
三)

.
伊
東
氏
、
俞
掲
論
文
ょ
り
。

厂

(

注
四)

：『

大
日
本
古
文
書
浅
野
家
文
書

』

一
五
三
頁
以
下
に
所
収
。

(

注
五)

.

『

飪
供
南
牟
#
都
誌』

_
上
卷
ニ
.八
三
頁
以
卞
所
収
の

「

北
山
一
接
物 

語」

S

尾
川
村
高
梨
家
所
蔵

)

に
ょ
る
。

(

法
六)

併
東
氏
、
前
掲
論
文
。

C

注
七)

『

史
料
綜
覧』

巻
十
五
、
五
八
頁。
.

(

注
八)

前

掲「

北
山
一
搂
物
語」

。

(

注
九)

;『

浅
野
家
文
if』

一

五
.三
頁
以
下
。

. 

(

注
十)

.
同
書
0

ー
五
：九
頁
以
下0 

.

.

'
v

:
v

ノ
：
 ̂

.■
—-
揆
の
.基
盤AI

な
.っ
ー
た
北0|
地
方
の
村
卷
造
を
、王
.と
し
て
慶
長
検
地
帳
か 

ら
考
察
し
よATNO;.:

ま
ず
.

帳
末
尾
の
家
数
改
を
み
る
と
第

I

表
の
ご
と
く
で 

あ

る
.0

•
こ
の
家
数
改:o
内
訳
は
、

)

領

主

の

賦

役

賦

課

の

*'
的

な

可

能

性

を

村

海

に

決
 

定
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
；に
比
種
々
の
異
な
っ
た
基
準 

が
用
い
ち
れ
：て
い
る
。
住

屋

，
肝
煎
と
言
：マ
た
村
役
人
は

1
筒
も
多
い
豪
家
で 

あ

マ
-̂
ろ
う
が
、
こ
れ
は
各
村'に
必
ず
存
在
し
、
土
豪

=

皮
屋
と
簡
學
に
規
定
す 

:
る
わ
け
に
は
行
か.な
い
。
：寺
，神
主
お
よ
び
そ
ま‘大

工

，
お
か
-.
-
.

(

犬
鋸
：
^4

 

職
人
が
持
高
と
関
係
な
く
賦
激
を
除
外
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
う

ば

. 

後
家
.
.い
ん
き
ょ
.
お
：う
じ
、
，や
ま
め
等
め
戸
主
が
老
令
者
、
女
子
等
の
理
由 

に
よ
る
除
外
者
、'主
家
に
隸
属
し
、
砠
立#
の
う
す
い
下
入
、
肉
体
的
欠
陥
か 

ら
す
る
除
科
者
等
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
残
り
の
ど
れ
に
も
属
さ
ぬ
家
が

「

ホ
百 

姓」

或

い

は「

震

」

等
々
の
呼
称
で
そ
の
村
の
賦
役
負
担
能
力
の
基
本
的
数 

値
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
家
数
改
か
ら
直
ち
に
そ 

の
村
落
構
造
を
導
き
出
す
こ.と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
第
ー
表
て-7
<
さ
1 

た
諸
特
徴
を
操
っ.て
..み
.よ
5
。

ま
ず
、
家
数
総
数■の
内
、
賦
役
負
担
者
た
る

「

役
家」

の
数
で
あ
る
が
、
家
数 

改
.に
明
確
に
そ
の
数
を
記
す
る
村

(

第一

表
に
0
印
を
.附
し
た
も
の〕

十
九
ヵ
村 

の
家
数
四
六
七
の
内
、
二
三.四
.が

「

役
家」

で
あ
り
、
そ
の
半
数
を
占
め
て
い 

る
0
こ
の
数
字
は
筆
者
が
さ
き
に
示
し
た
牟
婁
郡
全
体
|

^)

と
一
致
し
、
こ
の 

面
で
は
北
山
地
方.の
特
徴
.と
す
る
事
は
で
き̂

-い
。
そ
ま
、
大
工
、
お
か
と
言 

っ
女
11
1
縣
闋
部
の
職
人
が
散
見
.さ
れ
る
凛
は
こ
の
地
方
の
林
業
生
産
の
あ
る
叚

五

北

山

地

.方
の
村
落
構
造



度
の
^

®
を
物
語
っ
て
い
る。

...

ぃ
\
下
人
、
抱
者
等
の
隸
厲
農
民
の
数
ゆ
そ
，れ
程
多
く
な
い
。

.伊
東
氏
は
：田
辺
領 

.
伊
作
田
村
の
例——

家
数
六
十
九
、
百

姓

肇

人

、

(

役
家
：
> 

.
ニ
十
、
：百
姓
下
人 

:11

十
l

,v
後
家
や
ま
め
寺
二
十

一
——

や
同
じ
く
湊
村
の
例
を
示
さ
れ
、>:
:」

：の
；へ
 

下

人

の
.#
.い
と
と
を
次
€>
:
如
く
述
べ
て
お
ら
れ‘る
々
~|
比
較
的
開
け
だ
田
辺
近

. 

在
の
村
落
で
さ
へ
も
か
や
う
で
あ
る
が
ら
、
奥
熊
野
そ
の
他
中
央
権
カ
か
浸
透 

す
る
こ
と
の
遮
が
：っ
た

3

間
部
で
は
、..
な
ほ『

層
中
世
的
遺
制
が
失
わ
れ
ず
に.. 

残
存
し
た
.こ
と
で
あ
ib
；
う
と
.思
は
れ
る
が
、
こ
の
点
に
就
い
て
は
な
ほ
多

ぐ

の
：
 

地
方
の
f

帳
の
.発
見
を
待
っ
て
後
、
論
旨
を
進
め
：ね
ば
な
ら
ぬ
。

j

伊
東
氏
は 

検
地
帳
の
壽
人
別
の
持
髙
や
、
家

襲

記

載‘か
^
村
落
|
^
:を
知
り
得
る
：と

；
 

言
う
前
提
か
ら
、i

揆
の
中
心
と
な
っ
た
地
方
の
検
地
帳
の
記
載
'を
予
想
さ
れ 

る
め
で
あ
ろ
：う
.0
:し

か

し

、
：
.̂
人
.の
数
は
第
|
表
に
見
：る
ど
と
く
決
し
て
多̂ 

と
は
言
え
ず
、#
東
氏
の
言
わ
れ
令r

中
世
的
遺
制」

：を
.こ
こ
：か
ら
導
き̂

す 

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
の
数
を
多
く
見
出
す
の
は
、
隠
居
、
後

家

'. 

，
う
ば
の
類
で
、
全
家
数
：の
三
分
の

1.

以
上
.を
占
め
て
.い

る

。

初

期

検

地

_

に

^
 

等
の
名
称
を
附
す
る
も
の
が
多
い
こ
ど
は
、
各
地
の
報
ム
ロ
に

つ
い
て
.明
ら
.か
で 

あ
り
、
こ
れ
も
北
山
地
方
の
み
に
存
す
る
特
微
と
は
言
い
難
い
。

と

こ
ろ
で
と 

の
様
な
隠
居
.
•
_
後
家
；
う
ば
が
何
故
多
数
に
存
在
す
る
の
か
。
我
々
は
こ
の
®

居
•後
家
：•う
ば
の
内
容
を.ま
ず
決
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
隠
居
は
現
在
用
い
ら
れ 

て
い
る
意
味
の
他
、
い
わ
ゆ
る
隠
居
分
家
の
^
で
行
わ
れ
る
家
族#
■
の
^

m 

を
指
す
.の
.
.で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
戸
ま
が
老
齢
で
、

.|5
6
に
ま
§

は
譲
っ
た
が
、
別
居
し
て
妻
子
と
共
に
住
居
す
る
者
と
な
る
。
後

家

.
や
ま
め

.

H

0 (

五
：八
六)

■•
に
つ
い
ズ
は
序
義
通
り
解
釈-1
.う
る
も
：の
と
考
え
ら
れ
る
。

疑
問
で
あ
る
' 

の
：は
う
ば
で
、
こ
れ
が
今0
の
乳
母
で
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ 

&
=

老
女
、.或
い
は
祖
母
を
指
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？
こ
：れ

矣

子

の

老 

令
者
に
対
し
、
お
う
し.は
男
子
.の

老

と

見

做

す

こ

と

が

で

き

.る
の
で
あ 

,，
る
■°
こ
の
^
に
こ
れ
ら
の
内
容
に
：つ
い
て
妥
当
と
思
わ
れ
る

 

一
^

の
解
釈
は
可 

.
能
な
の
で
あ
る
が
、
何
故
多
数
初
期
検
地
帳
や
家
数
改
に
独
立
し
て
.記
載
さ
れ 

「

る
の
.で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
答
を.我
々
は
次
の
如
く
考.£
た
い
。
'当
時
こ
れ
ら 

の
隠
居
.
後
家
.，.
'う
ば
は
、':
中
心
と
な
る
家
族>
同
居
せ
ず
'
狭
少
で
は
あ
る 

:が
独
立
し
た
家
屋
に..住
1
2
5し
て
い
た
の
で.は
な
か
..ろ
う
か
,
そ
.し
て
検
地
.に
お
. 

け
る
屋
敷
地
の
，竿
入
が
、
こ

」

の
#
立
し
た
家
屋
毎
に
行
わ.れ
た
た
め
、
そ
の
率 

V

質
的
な
独
立
性
に
関
係
な<;
、
独
立
し
た
.家
と
見
做
さ
れ
、
家
数
改
に
も
記
載 

.
さ
れ
る
：。
従
っ
て
若
し
こ
れ
ら
が
：い
ず
れ
か
の
家
■
と
同
居
し
：で

い
る

場
#
.

.

に
は
、
少
な
く
と
ル
家
.数
改
に
は
独
立
し
て
出
て
来
な
い
0.
と

の
様
な
ま
^ -

の 

分
散
は
、
い
わ
ゆ
る
複
合
家
族
か
ら
単
婚
小
家
族
へ
：の
分
化
の
過
程
に
お
.い
て 

'
生
じ
.て
来
た
、
そ
し
て
、
家
屋
と
家
族
：と
の
関
係
か
ら
規
定
さ
れ

る
と
こ
.ろ 

の
、
家
族
派
態
の
一
つ
で
あ
っ
て
、̂
期
検
地
や
^
罾

が

、
*
ょ
り
若
干
の 

偏
差
は
あ
る
と
：は
言
え
、
，

I

応
の
画
|
性
を
以
っ
て
.ー
地
域
内
に
強
行
さ
れ
る 

.

時
、'
史
料
.の
上
に
そ
水
ぞ
れ1
個

の「

家」

と
し
て
記
載
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か 

.
マ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
放
こ
：の
段
階
ね
お
け
る

「

家
数」

と
、
.近
世
後
期
の 

.
諸
史
料
に
：見
^
れ
る
：

「

家
数」

と
ば
内
容
の
異
な
る
も
：の
で
あ
り
、
.両
者
を
単 

■
:
に
比
較
し
て
増
減
を
：云
々
す
る
こ
と
は
で
.身
な
い
の
.で
：あ
る
？
;;

結
局
こ
の
家
数
改
か
ら

見
出
し
得
る
と
こ
ろ
は
少
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
尹

東
氏
の
期
漭
さ
れ
る
様
な
結
論
は
少
な
く
'と
も
.こ
れ
の
み
で
は
導
き
得
な
い
で

’
-
.
.

 

.

あ
ろ
ぅ
。

次
に
®

施
行
の
^<

の
目
的
で
あ
る
土
地
調
査
に
関
す
る
記
載
を
分
析
し 

て
み
ょ
ぅ
。
北
山
地
方
の
内
、.
小
森
村
他
一
一
力
村
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
に
お

§
D 

:

:
、

,

い
て
慶
長
德
帳
の
整
理
集
計
の
結
果
を
表
示
し
て
：お
い
た
。
こ

こ
で
.
は

こ

：
れ 

.ら
を
含
め
更
に
他
の
数
力
村
の
事
例
を
加
え
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
表
は
、

_

 

•
尾
川
.
.粉

所•

長
井
.
•
.
小
森
の
五
力
村
.に
つ
い
て
検
地 

帳
の
名
請
人
を
持
髙
別
、
身
分
別
に
整
理
集
訐
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
作
成
に 

あ
た
っ
て
は
次
の
点
に
お
い
て
原
史̂
;か
ら
集
計
の
際
修
正
を
行
マ
て
い
る
。 

即
ち
、
原
史
料
に
は
他
村
加
ら
の
入
作
と
明
記
さ
れ
な
い
者
で
も
、
同

 

一M

 

帳
め
他
の
箇
処
に
明
ら
か
に
入
作
の
旨
肩
書
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
入 

作
と
し
た
。
 

- 

第
二
表
に
示
さ
れ
る
を
列
記
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
ふ
。
ま
ず
、 

.
屋
敷
地
を
有
す
る
者
と
、
有
し
な
い
者
と
の
比
率
は
合
計
し
て
ほ
ぼ
三
対

—* 

で
、
他
村
ょ
り
の
入
作
者
を
除
け
ば
、
名
請
人
の
七
割
五
分
は
屋
敷
地
の
保
有 

者
で
あ
る
？
こ
れ
を
村
毎
に
み
る
と
、#

|

が̂
¥

高
く
、
屋
敷
地
0
な
い
へ 

名
請
入
は
一
人
に
す
ぎ
な
い
。
他
方
、
粉
所
村
で
は
屋
敷
地
保
有
者
の
数
は
や 

や
少
な
く
な
っ
て•い
る
が
A 
.そ
れ
で
も
入
作
を
除
く
全
名
請
人
の
六
割
以
上
を 

占
め
て
い
る
。.こ
の
事
は
何
を
物
語
る
か
。
検
地
帳
に
お
け
る
無
屋
敷
地
登
録 

人
の
数
に
注
目
し
、
こ
れ
を
先
進
，
後
進
地
域
の
指
標
と
す
る
事
が
言
わ
れ
る 

の
：で
あ
る
が
、

こ
こ
で
ば
と
の
^
な
原
則
は
全
べ
適
用
さ
れ
ぬ
も
の
の
様
に
思 

わ
れ
る
。
如
ち
、
社
会
的
に
中
世
以
来
の
制
度
を
そ
.の
ま
ま
持
ち
越
し
た
と
：み

,
籾
州
熊
野
一
揆
に
.つ
い
て

ら
れ
る

こ
の
北
山
地
方
の
検
地
帳
で
は
、
無
屋
敷
登
録
人
の
数
は
少
な
く
、
な 

か
ん
ず
く
、
地
図
上.で
求
め
れ
ば
山
間
に
孤
立
し
，た
赤
<眉
村
の
如
き
は
殆
ん
ど 

存
在
し
な
い
。

こ
れ
は
無
屋
敷
登
録
人
を
以
マ
て
識
属
農
民
と
一
概
に
定
め
て 

,し

ま

ぅ

事0.
危
険
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
既
に
述
べ
た
如
く
、
こ
れ
に 

'は
勿
論
独
立
し.た
.家
屋
を
有
^
な
.い
隸
属
農
民や
、
複
合
家
族
の
解̂

^

程
 

'.
'
.で
、
未
分
離
の
状
態
に
あ
る
家
族4'
含
め
1て
、
他
村
か
ら
の
入
作
者
や
、
他
の 

屋
敷
地
登
録
人
の
別
名
等
複
合
し
た
®

を
持
つ
も
の
と
見
做
す
ベ
き
で
あ
ろ 

ぅ
。

.

.

.

:

'

'

、

.

'
従
っ
て
、
検
地
帳
が■ら
農
民
の
階
層M

を
探
る
時
は
、
こ
の
無
屋
敷
地
登 

録
人
の
内
容
を
明
ら
か
：に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
に 

.は
、こ
れ
を
.除
外
し
-̂
-考
え
る
か
、
さ
'4
な
け
れ
ば
そ
の
数
のな

る

ベ

く少
な
い 

村
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
。.'
こ

こ

に選
ん
だ
五
力
村
は
幸
い
そ
の
数
の
少
な
い
村 

で
あ
•っ
た
。
紀
州
.の
熊
野
地
方
全
体
に
つ
い
て
無
屋
敷
地
登
録
人
の
比
率
を
見 

る
と
決
し
て
.一
定
し
て
い
な
い
事
は
既
に
滿
ぱ
た
。
た
だ
本
稿
に
示
し
た
五
力 

村
は
い
ず
れ
も
同
一
の
検
地
役
人
に
よ
っ
て
1

さ
れ
、

そ
の
比
率
を
近
く
し 

，
.て
い
る
の
で
あ
る。
'

-

.以
上
.の
前
提
に
立
っ
た
上
で
、:'
こ
の
五
ヵ
対
の
農
民» -

の
_

を
み
る
と
、. 

役
家
と

規
定
さ
れ
る
身
分
に
お
い
て
は 

一
◦
乃
至
五
石
に
®
^
を
持
つ
殳
お
が 

み
ら
れ
、
一S
以
下
の
零
細
層
は
皆
無
で
は
な
いが
、
非
常
に
：少
な
く
な
っ
て
い 

る
。

こ
f t

に
対
し
、
い
ん
き
ょ.
後

家
•
ぅ
ば
で
は
.一：
石
以
下
が
そ
の
半
ば
以 

上
：を
占
め
、
顕
著
な
零
細
性
を
示
し
て
い
る

。
#
実
こ

れ

ら

.
の中
に
は
、
屋
敷
地 

.か
か
の
保
乾
氛
で
：耕
地
を
何
等
有
さ
ぬ
者
が
：か
な
.り
多
く
見
ら
れ
、
■こ
れ
ら
が 

:

:

:

.

三 

一''
.
'

C 
五
八
七
>



〔備考〕 各村最右欄の力ッコ内は家数改に示夸れる家数（第 1 表参照)

4 . 提 井 村 10石以上 10—- 5 右 5 — 3.石 3 — 1 石 1 石以下 I t

名 請 人 総 数 3 8 6 25 37 79

屋 敷 地 有 2 8 3 3 10 26(26)

庄屋*肝煎 1 1(2)

券 • 神主 1 1 2(2)

職 人 ■ 0(0)

いんきょ

後家，うば
3 7 10(10)

下 人 1 1 2(2)

役 家 2 7 1 . 1 11(10)

厚 敷 地 無 1 2 11 14

他村ょり入作 3 20 16 39

5 . 小 森 利 - 10石以上 10-- 5 右 5 — 3 石 3 — 1佑 1 石以下 計

名 請 人 総 数 ； 5 4 5 3 14 31

晨 敷 地 有 5 4 5 2 12 28(26)

庄屋•肝煎 1 ，.ィ 1⑵

寺 • 神 主 1 1 2(2)

, 職 人 1 1(1)
いんきょ

後家*うば
1 2 1 10 14(14)

下 人 2 2(2)

役 家 3 1 1. 1 2 8(5)

犀 敷 地 無 1 :1 2

他村より入作 ' い 〜 1 1

6 . 合 計 10右以上 10 - - 5 ^ 5 — 3 有 3 — 1 石 1 石以下 計

名 讀 人 総 数 20 37 33 ‘ 62 /  104 256

項 敷 她 有 18 - 35 26 29 44 152(153)

庄屋，,肝煎 3 2 1 6(10)

寺 * i 神主 1 2 3 1 7(8)

. 職 : 人
.ぐ

1 1(2)

いんきょ
後家 • うば t 3 4 15 37 59(62)

下 人 3 1 2 6(12)

役 ::家 14 29 14 13 3 73(59)

犀 敷 地 無 2
2 3 8 36 51

他村より入作 4 25 24 53

'

と
、
そ
の
身
分
と.の
関
係
が
そ
れ
ほ
ど
顕
著
に
元
さ
れ
ぬ
事
に
気
付
く
0
こ

の

的

に

そ
-̂

程
強
犬
な
い
こ
と
、

従-
て
近
世
後
期
の
'肝
煎
と
は
同
一
視
で
き 

他
皮
屋•

肝
煎
.(

あ
り
き)

で
は
十
石
以
上
の
庄
屋
層
と
、
五

石

以

下

の

肝

煎

ず

、
こ
こ
で
は
、び
し
ろ
村
の
定
番
と
言
っ

.龙
性
格
を
見
：せ
て
い
る
の
ヤ
あ
る0 . 

C

あ
り
き)

に
㈣

双
と
殳
れ
、

皮
屋
の
土
豪
的̂

^
に
対
し
、
あ
り
き

が
^

^

総
じ
て
捋
高
を
通
じ
て:0
#
層
分
化
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
く
、
又
い
わ

.

紀
州
熊
野
；一
揆
に
つ
い
て

 

-

'

.

.

...

三

三

(

五
八
九
>

I

I

I

1

I

!

I

S

I

良
^
^
織̂
^

®

^

®

®

^

^

^

^

®

r

莨

3 

1 

3 

4

12(14)

1C1)
8(7)

15
6

i (慶長6 年）

1 石 以 下 計

3 23
3 22(22)

2(2) : 
1(1) 
0(0)

3 7(7)

1(1)
11(11)
1

1 石 以 下 #

29 78
15 52(54)

0(2)
1 1(2) 

0(1)

14 16(17)

0(6) 
35(26) 

1 1 1 9  
3 7

1 石 以 下 計

第 2 表検地帳による身分 . 持高別村落搬|

1 . 赤 倉 村 10石以上10— 5 石 5 ■— 3 石 3 —— 1 石

名 請 人 総 数  

屋 敷 地 有 

庄屋*肝煎 

寺 • 神主 

職 . 人

いんきょ
後家• うば 

下 人  

役 家  

屋 敷 地 無  

他村より入作

2. 尾 川 村 10石以上 10— 5 石 5 — 3 石

11
10

3 —— 1 石

名 請 人 総 数  

屋 敷 地 有  

庄屋•肝煎 

寺 • 神主 

職 人

いんきょ
後家• うば 

下 人  

役 _ • 家 

犀 敷 ' 地 無  

他村より入作

18
16

14
7

16

3. 粉 所 村 10石以上 10一  5 石 5 — 3 石 3 — 1 石

名 請 人 •総数 

屋 敷 地 有  

庄屋•肝煎 

#  • 神主 

. • 職 人

いんきよ
後家，うば 

下 人  

役 家  

尾 敷 地 無  

他村ょり入作

4 

4 5 

)

)

)

2 

2 
1 

o 

c
 

C
 

(
 

C

5 

4 

2 

1 

0

21

.

. U

 

三

(

五
八八

：
*

取
に
家
屋
を
独
立■し
て
有
す
る
の
み
で
ク
そ
の
宴
ば
中
ひ
と
な
る
べ
ぎ
主
家
に
：

ら
の
曼
分
の
者
が
た
と
い
彼
立
し
た
家
屋

^
住
む
と
は
言
ぇ
、
実

質

的

に

は

独•
 

隸
属
し
て
い
た
事
を.示
す
の
で
..ぁ
る
0
:
た
：だ
.こ
れ
を「

隸
属
農
民」

と
：し
て
下
人 

'
 

立
し
得
な
か
？
た
事
を
示
ず
の
で
ぁ.る
0
下
人
は
そ
.の
数
が
少
な
い
の
で
、
こ 

と
同r

範
疇
に
入
れ
る.の

は

謹
_で
ぁ
る
様
に
思.わ
れ
る
。
こ
の
事
は
、
こ

れ

の

表

だ

け.で
は
結
論
'し
得
な
い
が
、
三
石̂

上
を
保
有
す
る
者
も
居
り
、
持
高



ゆ
ぶ
：土
豪
と
言
わ
れ
る
塞
も
、
'
こ
こ
：で
は
予
瀨
治
れ
た
様
な
形
で
は
表
わ
れ
：：

.て
こ
な
い
？
.
 

： 

,
•
へ

-

:
'
 

•

又
こ
の
表
で
は
明
ら
が
に
さ
れ
得
な
い
が
、
'所
有
す
る
卞
人

C.

た
.
.
だ

し

こ

こ 

で
明
ら
か
に
さ
れ
得
义
の
は
勿
論
屋
敷
地
持
の
下
人
で
あ
る

)

の
数
も
多
ぐ
て 

三
間
が
醫
で
知
っ
て
へ
ー
中
世

「

農
奴
主
卜
的
か
土
豪
と
じ
て
は
棄
で
あ
る 

と
言
わ
ね
ば
な
，ら
な
い。

,.
:
:
.

し
か
し
’、
、

こ

こ

で

、
慶
長
の

こ

のi

及
び
そ
れ
に
.伴
う
家
数
改
が
、
旧
土 

豪

契

を

狎

ぇ

、
一
彼
等
を

「

農
民」

：身
分
に
緊
縛
し、
' 年
貢
及
び
賦
使
の
負
担 

者
と
し
て
確
矩
す
る
と
言
う
領
主
の
主
観
的
意
因
の
下
に
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ 

る
か
ら
、
：そ
の
結
果
が
儘
帳
や
家
馨
の
記
載
に
反
映
.し
：、
土

豪

处「

農
奴 

主」

的
纖
を
薄
め
る
傾
向
の
あっ
た

と

と

を
.一：：

•応
条
件
と
し
.て
保
留
し
て
お 

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
第
一
一
表
で
势
然
生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
疑
問
は
検
地
帳
の
屋
敷
地
名
請
人
に 

よ
る
身
分
別
の
集
計
と
、
..家
数
改
の
内
訳
に
示
さ
れ
た
数
序
と
が

：
合

致

•し

な

い 

場
合
の
見
ら
れ
る
事
で
あ
る
。
と.の

家

数

改

が

、

検

地

帳

€>
'
屋

敷

地

改

を

基

礎
 

と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
事
は
既
に
述
べ
た
。
実
際
州
慶
長
検
地
帳
の
殆
ん

 ヾ

ど
'の
場
合
に
.お
い
て
両
者
は
一
致
す
る°
カ
も
、.家
数
.の
内
訳
を
詳
し
く
書
が 

ぬ
も
の
が
あ
る
裏
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
五
力
村
の
検
地
帳
.に
お
い
て
そ
の
緻 

数
が
合
致
し
な
か
，っ
た
り
、
又
、
身
分
別
の
小
計
が
.不
同
な
の
は
何
故
で
あ
ろ 

う
か
。
こ
れ
は1

つ
に
は
i

帳
そ
の
も
の
の
記
載
様
式
が
他
の
.場
合
と
異
な 

っ
て
、
屋
敷
地
が
田
畑
と
交
錯
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
又
、
屋
敷
地
を
■ニ 

力
所
有
す
る
者
の
処
置
如
何
に
よ
っ
て
両
者
に
差
異
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
従

<

.

'

ぺ.

.

:'
'
:

ぐ
：
:'

'
:
:
''
:
.
' 

'
# 四
.，
..(

五
九
〇)

っ
て
、
金
体
的
に
は
こ
の
家
数
改
は
、

検
地
帳
.の
屋
敷
地
改
を
基
礎
と
し
て 

算

定

さ

る

べ

き

も

；
の
；で

知

つ

た

と

言

5
の

が

正

：
レ

い

。
；
.：

:
:

W
上
の
雪
菜
を
綜
令
す
る
と
：、
慶M'
期
の
北3

地
方
：の

塞

は

、
ほ
ぼ
五 

石

以

上

：を

：有

す

^
農
民
I

皮
屋
は
す
べ
：で
こ
の
層
が
ら
出
て
居
り
、
残
り
は 

:

殆
ん
ど
役
家
で
，あ
る

——

を
中
核
と
し
、
2£
石—

. 一
^
の
小
農
民
と
、

一：石
以 

下
の
実
質
的
に
ば
独
立
し
得
な
ふ
り
殆
ん
ど
耕
地
を
有
し
な
’い
が
独
立
し
た
家 

蜃
に
住
居
す
石
農
民
之
か
ら
震
氣
て
；い

だ.°
. 

. 

V 

■;
;

^
に
ょ
つ
て
最
も
打
撃
を
受.げ
た
の
は
言
5
ま
で
%-
な
べ
第
一
の
層
で
、 

お
そ
ら
く
一 
換
を
|
|
^
.
す
る
"中
^
と
な
っ
.た
で
あ
ろ
ぅ
。

：

慶
長
十
九—

一
一
十
年 

0
'一：
揆
と
、
六
年
の
検
地
と
の
間
に
十
数
年
.を
経
て
い
る
た
め
、
,'

一
 

挨
に
参
加 

し

、

鏆

主

：
の

手

：
に

ょ

っ

」

て

処

刑

さ

れ

た

農

民

め

：爱

則

を

1

帳
か
ら
見
出
す
こ 

と
.は
殆
ん
ど
で
き
な
い
。
，た
だ
：ご
：く
僅
か
な
例
に
つ
_い
て
は
同
ー
の
名
を
見
出 

し
得
る
。
こ
れ.を

同
1
人
と
見
做
し
.て
対
照
し
て
み
ょ
ぅ
。

:
平
谷
村
三
介
0

-]
1
探

成

敗

申

裳
«-
に
ょ
れ
ば
、r

去
年
一
揆
大
蔣
仕
、 

新

宮

へ

処

.と
あ
I
、

—*
揆
の
楝
梁
のi

人
で
あ
っ
た
。

帳 

で
.は
こ
©
村
に
お
い
て
十
三
石
余
を
有
し
、
平
谷
村
の
庄
屋
で
あ
っ
て
、
屋
敷 

持
の
下
人」

間
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
北
山
地
方
の
土
豪
の
一
典
型
で
あ
る
。

和
気
村
西
。'「

去
年
本
宫
ょ
'D
新
宮
迄
ノ
川
胳
一
揆
企
之
大
将
仕
由

…
…

。」 

検
地
帳
で
は
十
一
石
弱
の
：持
主
で
、
同
じ
く

「

内
ノ
者」

と
し
て
屋
敷
持
の
下 

人
を
一
人
有
す
る
土
豪
で
あ
る
。

.以
上
検
地
帳
に..明
ら
か
：に
認
め
ら
れ
る
一
：
揆
参
加
の
農
民
は
'僅
少
で
あ
る 

が
、
>
cの
い
ず
れ
も
が
持
高
十
石
以
上
の
土
豪
層
で
あ
る
事
を
知
り
得
た

の

は

貴
重
な
収
獲
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

結
局
、
，近
世
初
期
に•お
け
る
北
山
地
方
の
村
落f

は
、
通
例
考
え
ら
れ
る■ 

程
に
、
経
済
的
な
後
進
性
を
示
し
て
お
ら
な
か
ヴ
た
。
た
だ
、
.そ
こ
に
住
居
す 

る
土
豪
層
が
、
近
世
大
名
を
生
ん
だ
畿
内
、
及
び
i

地
方
の
如
く
武
士
化
す 

る
こ
と
な
く
、
給
ん
ど
そ
の
ま
ま
残
存
し
て
い
た
と
言
う
特
微
を
挙
げ
る
事
が 

で
き
る
。

一
般
的
に
彼
等
の
経
済
的
力
は
、
土
地
保
有
や
下
人
所
有
の
.上
か
ら 

見
れ
ば
そ
れ
程
大
き
く
な
く
、
中

世

的

「

農
奴
主
.

」

.と
言
っ
て
も
、
後

進

地

帯' 

に
残
っ
た
巨
力
な
姿
を
想
定
す
る
事
は̂
^
で
あ
る
^
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ. 

る
？ 

_

彼
等
が
領
主
に
対
し
て
反
抗
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
言
う
事
、
そ
し
て
そ

.

の
反
抗
が
簡
単
に
崩
れ
ね
ば
な
ら
な
か
.っ
た
と
言
う
必
然
性
と
そ
の
限
界
も
一

面
で
は
.こ
う
言
？
た
土
豪
の
持
つi

か
ら
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る。

-

•
 

.
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

C

注
一)

前
稿
に
お
い
て
、

こ
の
お
か
、
：或
い
は
お
；か
引
は
内
容
不
明
の
分
類

.

に
入
れ
た
が
、

こ
れ
は
大
銀
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
野
村
兼
太
郎
教
授
ょ
り 

な
さ
れ
た
。
 

' 

.

.

.
' 

-

-

, 

(

注
ニ)

.

-1
明
確
に
初
彻
本
百
姓

9:

数
を
示
す
村
を
合
訐
す
れ
ば
、
家
数
総
数 

―■.八
一
五
に
対
し1
そ
の
数
は
八
八
四
：で
あ
り
五
割
以T-
と
な
る
。1-(

拙
稿 

—1
近
世
初
期
の
検
地
と
本-S
'
姓
身
分
.の
形
成」)

へ
へ 

(

注
三)

'
'拙

稿
-1
'
鈷
州
北
山
地
方
©:
検
地
帳
鬯：

'

(

注
四)

拙

槁
.

「

近
世
初
期
の
換
地
：と
本
有
姓
身
分
め.形
成」

.

.第
ー
--
*表
参
照
。

C

注
五)

.:
：
'同
右
論
文
、
：
及
び
拙
稿

「

近
世
初
期
め
：家
歌
人
歎
改
ど
役
家
に
，つ
い
：

.

紀
州
熊
野i

揆
に
っ
，ぃ

て
.

.

て」

.(

慶
応
義
塾
経
済
学
会
編

r

経
済
学
年
報
I
J
,所
収)

参
照
。

(

注
六)

小
森
村
、
尾
川
村
の
場
合
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
示
し
て
お
い
た
。

拙

稿「

紀
州
北
山
地
方
の
検
地
帳

」

参
照
。
 

. 

x

注
七
> 

.

『

浅
疑
家
文
書』

一
五
九
頁
钬
下
所
収
。

六
近
世
初
期
ー
揆
の
性
格

.'

/
' 

.

以
上
観
察
し
た
と
こ
ろ
に.従
マ
て
、
こ
の
熊
野
一
揆
の
内
容
を
考
え
て
み
る 

と
、
先
学
の
示.さ
れ
た
そ
の
基
本
的
#
^
を
否
定
す
る
史
実
と
言
ぅ
も
の
は
発 

見
さ
れ
ず
、
逆
に
慶
長
検
地
帳
の
分
析
を
通
じ
て

、そ
の
初
期
一
揆
と
し
て
の
特 

微
を
十
分
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ.と
を
知
り
得
た
。
た
だ
熊
野
地
方
を
余
り 

■

.に
後
進
的
で
あ
る.と
し
、.
一
揆
を
中
世
農
奴
主
層
の
反
抗
で
あ
る
と
す
る
こ
と 

は
、
こ
の
地
方
の&

^
罾
罾
㈣
ま
^
ほ
を
砠
カ
視
す
る
結
果
で
な
か
ろ
ぅ
か
。

.
:「

摸
の
中
核
と
な
っ
：た©'
は
確
か
に「

土
豪」

.
で
あ
っ
て
中
世
以
来
の
支
配
関 

.係
を
強
く
持
っ
て
来
た
一
の
で
あ.る
が
、
伊
東
氏
や
林
氏
が
田
辺
近
傍
の
：一
土
豪 

:

•の
.例
に
み
ら
れ
，た
様
な
巨
大
な
姿
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い 

か
。
-;
.こ
れ
は
ー
つ
に
は
北
山
地
方
の
村
落
が
孤
立
的
で
且
つ
小
さ
く
、
そ
の
勢 

カ
も
自
か
ら
限
定
ざ
れ
ざ
る
を
得
な
か.*?
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
文> 
耕
地
の 

生
！
！*R

か
ら
言
フ
、て-

^
决
1>
で
低
く
な
：く
、

)

慶
長
検
地
の
結
果
算
定
さ
れ
る 

平
均
石
盛
ば
北3

地
方
に
あ
っ
ザ̂'
田
で1:

石H

斗
五
升
以
上
で
あ
り
、
畑
で 

も

—*
石
^

r

っ
で
い
る
。

〉

尤
も
か
ぐ
石
盛
の
高
い
事
が

r

揆

の

囊

に

なv

て
：

い
た
事
も
考
え
ら
れ
る.の
で
お
る
が
:0
:
.

近
世
初
期
に
至
左
間
の
熊
野
地
方
が.敗
治
的
に
#
央W

R
'

の
争
闘
圈
か
ら
離

V

,

H
五

.

C

五
九一.-
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れ
、
在
地
の
土
豪
層.の
割
拗
的
状
態
が
比
較
的
後
ま
で
残
り
、
そ
れ
が
同
じ
く 

在
地
家
苗
団
に
そ
の
勞
：の
基
礎
一
を
置
く
堀
内
氏
に
統
一
さ
れ
て
，

？
た
の
で 

あ
る
が
、
関
力
原
役
後
、
新
し
い
近
世
大
名
と
し
て
の
i

を
具
備
し
た
浅
野 

氏
が
入
国
す
る
に
及
ん
で
、
紀
州
に
お
け
る
中
世
史
か
ら
近
世
史
へ
の
力
き
な 

変
革
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
な.っ
た
。

M
主
と
し
て
浅
野
氏
が
領
内
の
土
地 

と
農
民
を
暈
的
に
把
握
す
る
た
め
検
地
と
家
数
改
を
す
る
に
及
ん
で
、
熊
野
北 

山
地
方
に
も
漸
く
近
世
化
へ
の
横
が
打
ち
込
ま
れ
た
。
即
ち
、
自
ら
の
地
位
を 

奪
わ
れ
、
近
世
領
主
の
下
に

「

農
民
1-
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
道
程
に 

登
っ
た
土
豪
達—

し
か
も
彼
等
は
他
地
方
に
み
ら
れ
る
様
な
武
士
化
に
ょ
る 

在
地
で
の
勢
力
の
喪
失
や
、
移
封
に
伴
っ
て
の
転
居
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
そ 

の
ま
ま
の
形
で
そ
の
勢
力
を
温
存
し
得
た
I

の
眼
に
は
、
徹
底
し
た
封
建
領 

主
制
を
確
立
せ
ん
と
す
る
浅
野
氏
の
巨
大
な
そ
し
て
そ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と 

の
な
，い
異
質
的
な
姿
が
映
じ
た
に
違
い
な
い
。
：，彼
等
は
勿
論
直
ち
に
は
反
抗
で 

き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
不
安
と
不
満
は
次
第
に
蓄
積
さ
れ
、

「

臨 

界
量」

に
近
付
き
つ
つ
あ
っ
た̂
、
大
坂
の
両
役
が̂

a
し
、
浅

野

氏

は

議 

力
を
こ
れ
に
割
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
間
隙
を
突
い
て
反
乱
に
至
っ
た

.の
で
あ
. 

る
。

' 

.

•

従
っ
て
こ
の
一
揆
の
籍
に
、
貨
僧
経
済
の
展
開
に
伴
う
農
民
層
の
分
解
に 

対
応
し
て
生
じ
た
近
世
後
期
の
百
姓
一
揆
に
見
ら
れ
る
様
な
農
民
の
経
済
的
要 

■求
も
な
け
れ
ば
階
級
的
耍
素
も
な
か
っ
た
の
で
：あ
る
。
ニ
揆
は
土
豪
層
の
新
封

. 

建
領
主
に
対
す
る「

反
抗」

で
あ
っ
て
す
ぐ
れ
て

「

政
治
的」

で
あ
つ
た
と
胃

S

ハ
'

£
九
ニ)

え
る
。
勿
論
：一.揆
の
中
心
と
な
*5
た
の
は
熊
野
北
山
地
方
の
山
間
部
で
あ̂
 ̂

海
岸
地
帯
の
土
豪
は
こ
れ
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
そ
の
鎭
压 

に
与
.し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
：の
地
方
办
山
間
部
の

「

土
豪」

.
と

し

て

•
の

社

会

的 

経
済
的
i

に
共
通
，な
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
。

.こ
の
一
撲
の
意
義
は
、
地
域
的
に
限
れ
ば
、
ま
た
：ぞ
の
結
末
だ
け
を
考
え
れ 

ば
、
そ
れ
程
犬
き
な
意
味
を
持
た.な
い
様
に
見
え
る
。
し
か
し
、
中
世
か
ら
近 

世
へ
の
移
行
の
内
に
、
異
質
的
な
政̂

g
'l
f
c
^
g罾m
が
如
何
な
る
形
態
で
反 

撥
1>
合
い
、
：
遂
に'はJ

方
が
他
方
を
武
力
を
も
っ
て
懐
滅
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か 

っ
'た
姿
を
端
的
に
示
す
史
実
と
し
て
、
単
な
る
地
方
的
一
撲
と
し
て
片
附
け
る 

事
を
許
さ
な
い
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
言
え
ょ
ぅ
。

ま
た
そ
の
直
接
の
影
響
と
し■.て
、
伊
東
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
紀
州
藩
に
お 

け
る
地
士
制
度
の
出
規
を
挙
げ
る
裏
も.で
き
る
。.
更
，に
は
、
こ
の
地
方
が
近
世 

を
通
じ
て
藩
権
力
に
決
し
て
従
順
で
は
な
く
、
幕
末
に
お
け
る
騒
動
を
生
み

、. 

引
い
て
は
明
治
に
お
け
る.い
わ
ゆ
る
大
逆
事
件
の
当
事
者
、
同
調
者
を
多
く
生 

ん
だ
の
も
へ
こ
の
中
央
か
ら
遠
く
残
さ
れ
た
辺
境
の

「

土
豪
的
f

」

の
然
ら 

し
.む
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
：す
れ
ば
、
慶
長
の
こ
の
一
揆
は
ま
さ
に
そ
の
様
な 

反
抗
：の
先
駆
的
形
態
で
あ
っ
た
と
.す
る
の
は
独
り
筆
者
の
思
い
す
ご
し
で
あ
ろ

ぅ
か
。

ハ
.

(

注
一)

拙

稿「

近
世
初
期
の
検
地
と
本
苗
姓
身
分
の
形
成

」

笫
因
表
参
照
。

所

得

—

余

暇

撰

好

場

の

測

定

J
、
：

I

序
文——

S

本
搞
の
目
的
と
概
要

■

.

,

'

s事
実
の
.観

察

:

I
:'
.
所
得
I
余
暇
の
撰
好
：理
論

，
：

，
：

.
，
: 

.

- 

_

S

労
働
の
不
効
用
と
余
.暇
の
効
用

(P
)
.
.
.
所
得
，
余
暇
撰
好
場
と
家
許
の
効
用
極
大
行
為 

■
I
家

訃

調

査

資

料

へ

.
の

適

用

-.
'■
. 

•

•

吵
計
測
さ
る
べ
き
理
論
模P

L

'-

.

:
:(
p
)
'使
用
さ
れ
た
賛
料
の
.性

格

.

'

.

T

し

二
十
六
年
丨
三
十
年
度
資
料
に
.ょ
る
誘
導
形
の
計 

.

.
，測
結
果 

W

計

測
 

~ 

.
- 

.

. 

S
.
.
.

模

型

' (

I)

.

舛

模

型

.

(

I)

(-
)

:
摸
.
型
：(

H) 

y 

.
結
：
.語

:'
:
•:
■

:

:

.

所
得
I

余

瑕

撰

好

場

.
の

測

定

.、

尾

崎

。：

厳

■
I
序

文

.

(

ィ)

本
稿
の
目

的

と

概
要 

所
得
一
^
暇
撰
好
場
の
計
測
は
一

一

づ
の
経
済
学
的
意
味
を.も
っ
て
い
る
。
 

.

一
つ
.は
労
働
供
給
機
構
の
解
明
で
あ
り
、
他
は
、
家
計
の
所
得
決
定
の
構
造 

.を
明
ら
か
に
.す
る
.こ
.と
..

で
.あ
る
.。

::
前
者
は
、労
働
市
場
に
登
場
す
る
一
方
の
主
体
者
と
し
て
、
賃
金
率
に
反
応
す 

る
供
給

主
体
の
行
動
を明
ら

か

に

す

る

(

穷
働
の
供
給
函
数
の.統
計

的

決
定)

。 

こ
の
^

^

は

も

ぅ

一
方
の
主
体
者
た
る
企
業®

の
確
認——

労
働
需
要
函
数 

の
統
計
的
導
出
と
相
ま
って
、
賃
金
^

双
定
の
^

^

を
明

ら
か
に
す
る
、だ
ろ
ぅ
。 

•:

後
者
の
家
計
に
対
す
る
所
得
決
定
：の
機
構
分
析
は
、
従
来
の
所
得
所
与
の
下 

に

展
開
さ
れ
た
消
費
行
動
模
型
の
計
測
と
連
結
さ
れ
て
、
よ

り

一

般
的
な
家
計

.行
動
理
論
を
形
成
す
る
。
後
節
で
の
ベ
ら
れ
る
如
く
、
.所
得—

余
暇
の
撰
i

'
 

論
と
は
、
：
ぞ
め
本
質
に
お
い
て
消̂
.

暇̂
の
撰
好
理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

こ
の
よ
ぅ
.に
所
得
一
^

暇
撰
好
場
の
計
測
は
、
伝
統
的
な
消
費i

理
論
と
.
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